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注：令和元年度、令和2年度の軽自動車台数に軽二輪の台数は含まれていない（データが無いため）

１．車 種 別 保 有 自 動 車 数

２．車 種 別 保 有 自 動 車 数 の 推 移

軽自動車

40,794台
50.9%

乗用

26,692台
33.3%

原動機付自転車

6,405台
8.0%

貨物用

3,614台
4.5%

小型二輪

1,672台
2.1%

特殊用途用

816台
1.0%

乗合用

76台
0.1%

令和５年度

3,550 3,610 3,589 3,605 3,614

24,753 25,601
26,305 26,793 26,692

1,410 1,453 1,536 1,589 1,672

39,120 39,576 39,842 40,260 40,794

6,659 6,531 6,463 6,461 6,405
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総 数
80,069台
（100％）

(単位：台)

注：軽自動車台数に軽二輪の台数は含まれていない（データが無いため）
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１． 車 種 別 保
　

1) 

69,785 29,255 1,367 2,167 16 3,550 24 65 89

71,150 30,121 1,366 2,226 18 3,610 22 65 87

72,183 30,805 1,336 2,233 20 3,589 21 63 84

73,153 31,304 1,331 2,255 19 3,605 20 61 81

73,664 31,198 1,320 2,276 18 3,614 18 58 76

1,214,448 533,428 29,354 39,746 3,508 72,608 1,797 1,659 3,456

注：1 保有車両数は、各年度3月31日現在のものである。

　　2 市区町村別自動車数は、当該自動車の「使用者の本拠の位置」により分類。ただし、昭和54年1月31日前に登録された車のうち

　　  「使用の本拠の位置」が郡の場合は「使用者の住所地」により分類。この場合、「使用者の住所地」が当該運輸支局の管轄外

　　　にある場合は、まとめて不明欄に計上。

令和5年度
沖縄県全体

宜
野
湾
市

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

小型車 計

乗合用
計

保有車両

計

登録自動車

貨物用

普通車 小型車
被けん
引　車

計 普通車

 

 

                                               

 

総 数 普 通 局 特 定 局

令和3年 9 1 8 54 57

令和4年 9 1 8 63 54

令和5年 9 1 8 59 53

令和6年 9 1 8 56 55

令和7年 9 1 8 57 54

資料：日本郵便株式会社　宜野湾郵便局

２．市　内　郵　便　局　施　設　数
各年12月末現在

      区分

年次

郵 便 局 数 切手類
販売所

ポスト数
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有 自 動 車 数
(単位：台)

貨物車 乗用車

2) 2) 3)

10,116 14,637 24,753 731 132 863 1,410 7,053 32,067 － 39,120 6,659

10,793 14,808 25,601 703 120 823 1,453 7,132 32,444 － 39,576 6,531

11,445 14,860 26,305 713 114 827 1,536 7,325 32,517 … 39,842 6,463

11,665 15,128 26,793 709 116 825 1,589 7,484 32,776 - 40,260 6,461

12,090 14,602 26,692 705 111 816 1,672 7,579 33,215 - 40,794 6,405

194,555 243,351 437,905 17,132 2,326 19,458 23,348 144,890 472,973 39,809 657,672 112,189

資料：沖縄県統計年鑑

3 原動機付自転車は、各年度7月1日現在の、各市町村における課税台数である。（資料：沖縄県企画部市町村課「軽自動車税に関する調」）

4 小型二輪車は排気量250ｃｃを超えるもの。軽二輪は排気量125ｃｃから250ｃｃ以下のもの。

大　型
特殊車

計 軽二輪 計普通車 小型車 計
特　種
用途車

乗　用 特種（殊）用途用

小　型
二輪車

保有車両　（つづき）

原動
機付

自転車

登録自動車　（つづき） 届出自動車

軽自動車

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 11 章 通信・運輸 

156 

 

 


